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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

平
成
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

平
成
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
補
助
金
交
付
要
綱 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

河
川
区
域
の
指
定
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

公 
 

告 

○ 

軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

○ 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係
る
認
証
の
申
請
（
三
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
に
係
る
認
証
の
申
請
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
（
四
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

○ 

土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
八
十
号 

 

昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号
（
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
指
定
地
方
公
共
機
関
の

指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 

表
所
在
地
の
欄
中
「
千
葉
市
中
央
区
千
葉
港
七
番
一
号
」
を
「
千
葉
市
中
央
区
千
葉
港
四
番
一
号
」
に

改
め
る
。 

 

千
葉
県
告
示
第
八
十
一
号 

 

平
成
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号
（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
方
公
共
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 

表
社
団
法
人
千
葉
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
項
法
人
の
名
称
の
欄
中
「
社
団
法
人
千
葉
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
」

を
「
一
般
社
団
法
人
千
葉
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
」
に
改
め
、
同
表
社
団
法
人
千
葉
県
バ
ス
協
会
の
項
法
人
の

名
称
の
欄
中
「
社
団
法
人
千
葉
県
バ
ス
協
会
」
を
「
一
般
社
団
法
人
千
葉
県
バ
ス
協
会
」
に
改
め
、
同
表

社
団
法
人
千
葉
県
医
師
会
の
項
法
人
の
名
称
の
欄
中
「
社
団
法
人
千
葉
県
医
師
会
」
を
「
公
益
社
団
法
人

千
葉
県
医
師
会
」
に
改
め
、
同
項
所
在
地
の
欄
中
「
千
葉
市
中
央
区
千
葉
港
七
番
一
号
」
を
「
千
葉
市
中

央
区
千
葉
港
四
番
一
号
」
に
改
め
、
同
表
社
団
法
人
千
葉
県
歯
科
医
師
会
の
項
法
人
の
名
称
の
欄
中
「
社

団
法
人
千
葉
県
歯
科
医
師
会
」
を
「
一
般
社
団
法
人
千
葉
県
歯
科
医
師
会
」
に
改
め
、
同
表
社
団
法
人
千

葉
県
薬
剤
師
会
の
項
法
人
の
名
称
の
欄
中
「
社
団
法
人
千
葉
県
薬
剤
師
会
」
を
「
一
般
社
団
法
人
千
葉
県

薬
剤
師
会
」
に
改
め
る
。 

 

千
葉
県
告
示
第
八
十
二
号 

 

平
成
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号
（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
方
公
共
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 

表
社
団
法
人
千
葉
県
エ
ル
ピ
ー
ガ
ス
協
会
の
項
法
人
の
名
称
の
欄
中
「
社
団
法
人
千
葉
県
エ
ル
ピ
ー
ガ

ス
協
会
」
を
「
一
般
社
団
法
人
千
葉
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
」
に
改
め
る
。 

 

千
葉
県
告
示
第
八
十
三
号 

 

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器

の
定
期
検
査
（
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
定
期
検
査
を
除
く
。
） 

検
査
区
域 

検

査

期

日 

検

査

場

所 

検

査

時

間 

習
志
野
市 

平
成
二
十
七
年
六
月
十

九
日 

習
志
野
市
東
習
志
野
三
丁
目
一
番

二
〇
号 

習
志
野
市
東
習
志
野
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

午
前
十
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
二

十
三
日 

習
志
野
市
本
大
久
保
三
丁
目
八
番

二
〇
号 

習
志
野
市
大
久
保
公
民

館 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
二

十
四
日 

〃 

〃 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

平

成

27

年

2 

月

24

日 

定 
 

例 



 
 

 

二 
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平
成
二
十
七
年
六
月
二

十
五
日 

習
志
野
市
谷
津
四
丁
目
七
番
一
〇

号 

習
志
野
市
谷
津
公
民
館 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
二

十
六
日 

習
志
野
市
鷺
沼
一
丁
目
一
番
一
号 

習
志
野
市
役
所 

〃 

 
平
成
二
十
七
年
六
月
三

十
日 

〃 

〃 

鎌
ケ
谷
市 

平
成
二
十
七
年
六
月
十

六
日 

鎌
ケ
谷
市
新
鎌
ケ
谷
二
丁
目
六
番

一
号 

鎌
ケ
谷
市
総
合
福
祉
保
健

セ
ン
タ
ー 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
十

七
日 

〃 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
十

八
日 

〃 

〃 

浦
安
市 

平
成
二
十
七
年
七
月
六

日 

浦
安
市
富
岡
三
丁
目
一
番
七
号 

浦
安
市
富
岡
公
民
館 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
七
月
七

日 

浦
安
市
北
栄
一
丁
目
一
〇
番
二
〇

号 

浦
安
魚
市
場 

午
前
十
時
か
ら
午
後

三
時
ま
で 

 

平
成
二
十
七
年
七
月
八

日 

浦
安
市
猫
実
四
丁
目
一
八
番
一
号 

浦
安
市
中
央
公
民
館 

午
前
十
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

四
街
道
市 

平
成
二
十
七
年
六
月
九

日 

四
街
道
市
鹿
渡
無
番
地 

四
街
道

市
役
所 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
十

日 

〃 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
十

一
日 

〃 
〃 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
十

二
日 

〃 

〃 

匝
瑳
市 

平
成
二
十
七
年
七
月
十

四
日 

匝
瑳
市
今
泉
六
、
四
七
四
番
地 

野
栄
総
合
支
所 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
七
月
十

五
日 

匝
瑳
市
八
日
市
場
ハ
七
九
三
番
地

二 

匝
瑳
市
役
所 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
七
月
十

六
日 

〃 

〃 

 

平
成
二
十
七
年
七
月
十

七
日 

〃 

〃 

 

 

備
考 

 
 

一 

検
査
時
間
の
う
ち
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
は
、
休
憩
時
間
と
す
る
。 

 
 

二 

表
に
定
め
る
検
査
期
日
及
び
検
査
場
所
に
お
い
て
受
検
し
な
か
っ
た
者
の
特
定
計
量
器
の
検
査

は
、
知
事
が
別
に
指
定
す
る
日
時
に
千
葉
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
行
う
。 

 

千
葉
県
告
示
第
八
十
四
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
成

田
市
及
び
印
旛
郡
栄
町
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
印
旛
沼
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水

施
設
）
計
画
を
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
書
類
は
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
こ
の
変
更
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
、
千
葉
県
知
事

に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
変
更
計
画
に
つ
い
て
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
で
き
ず
、
同
法
第
八
十
七
条
の

三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
経
た
場
合
に
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
決
定
に
対

し
て
の
み
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
印
旛
沼
地
区
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

成
田
市
役
所
及
び
印
旛
郡
栄
町
役
場 

  

千
葉
県
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 
千
葉
県
告
示
第
八
十
五
号 

 
 

 
千
葉
県
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
補
助
金
交
付
要
綱 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

知
事
は
、
激
甚
災
害
に
よ
り
崩
壊
等
が
発
生
し
て
い
る
が
け
地
に
お
け
る
災
害
の
再
発
の
防
止

を
図
る
た
め
、
市
町
村
が
行
う
、
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
実
施
要
領
（
平
成
元
年
七

月
二
十
日
付
け
建
設
省
河
傾
発
第
四
十
六
号
建
設
省
河
川
局
砂
防
部
長
通
知
）
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る

災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
（
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、



  

三 
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予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
千
葉
県
補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
三

号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
の
要
綱
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付

す
る
。 

 

（
経
費
及
び
補
助
率
） 

第
二
条 
補
助
の
対
象
と
な
る
事
業
（
以
下
「
補
助
事
業
」
と
い
う
。
）
の
経
費
及
び
補
助
率
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。 

経
費 

補
助
率 

市
町
村
が
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費 

当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
（
受
益
者
負
担
金

を
徴
収
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た

額
）
の
四
分
の
三
以
内
。
た
だ
し
、
当
該
経

費
の
二
分
の
一
に
千
万
円
を
加
え
た
額
を
限

度
と
す
る
。 

 

（
申
請
） 

第
三
条 

規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
が
定
め

る
期
日
ま
で
に
、
千
葉
県
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
（
別
記
第
一

号
様
式
）
正
副
二
部
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
交
付
の
条
件
） 

第
四
条 

規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
付
す
る
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

補
助
事
業
の
内
容
の
変
更
又
は
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
の
配
分
の
変
更
（
知
事
の
定
め
る
軽
微

な
変
更
を
除
く
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。 

 

二 

補
助
事
業
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。 

 

三 

補
助
事
業
が
予
定
の
期
間
内
に
完
了
し
な
い
場
合
又
は
当
該
補
助
事
業
の
遂
行
が
困
難
と
な
っ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
知
事
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
。 

 

四 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
条
件 

 

（
承
認
申
請
） 

第
五
条 

前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
千
葉
県
災
害
関

連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
変
更
（
中
止
・
廃
止
）
承
認
申
請
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）
正
副
二

部
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
状
況
報
告
） 

第
六
条 

規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
事
業
の
遂
行
の
状
況
に
関
し
報
告
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

補
助
金
の
交
付
の
決
定
に
係
る
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
作
成
し
た
千
葉
県
災
害
関
連
地
域
防

災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
遂
行
状
況
報
告
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
を
当
該
年
度
の
一
月
三
十
一
日
ま
で

に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
実
績
報
告
） 

第
七
条 

規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
実
績
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
補
助
事
業
の
完
了
の
日

の
属
す
る
会
計
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
千
葉
県
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
実
績

報
告
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
交
付
の
請
求
） 

第
八
条 

規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
千
葉
県
災
害

関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
補
助
金
交
付
請
求
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
正
副
二
部
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
概
算
払
の
請
求
） 

第
九
条 

規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
概
算
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
千
葉

県
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
補
助
金
概
算
払
請
求
書
（
別
記
第
六
号
様
式
）
正
副
二
部

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
施
設
の
管
理
） 

第
十
条 

市
町
村
長
は
、
補
助
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
施
設
の
維
持
管
理
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
書
類
の
経
由
） 

第
十
一
条 

規
則
又
は
こ
の
要
綱
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
は
、
補
助
事
業
に
係
る
市
町
村
の
区
域
を

所
管
す
る
土
木
事
務
所
の
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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千
葉

県
災

害
関

連
地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

事
業

補
助

金
交

付
申

請
書

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

千
葉

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

 
様
 

市
町

村
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
年

度
に

お
い

て
、

次
の

と
お

り
千

葉
県

災
害

関
連

地
域

防
災
が

け
崩

れ
対

策
事

業
を

実
施

し
た

い
の

で
、
千

葉
県

補
助

金
等

交
付

規
則

第
３

条
の

規
定

に
よ

り
、
関

係
書

類
を

添
え

て
補

助
金

の
交

付
を

申

請
し

ま
す

。
 

 
１

 
補

助
事

業
の

目
的

及
び

内
容

 

 
（

１
）

目
的

 

 
（

２
）

内
容

 

 
２

 
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
補

助
金

の
額

及
び

そ
の

算
出

の
基

礎
 

箇
所

名
 

事
業

費
 

補
助

基
本

額
 

補
助

率
 

補
助

金
額

 
摘

要
 

 
千

円
 

千
円

 
 

千
円

 
 

 
３

 
補

助
事

業
の

経
費

の
配

分
、

経
費

の
使

用
方

法
、

完
了

予
定

期
日

そ
の

他
遂

行
に

関
す

る
計

画
 

 
（

１
）

経
費

の
配

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
単

位
：

千
円

）
 

本
工

事
費

 
測

量
及

び
試

験
費

 
そ

の
他

 
計

 

 
 

 
 

 
（

２
）

経
費

の
使

用
方

法
 

 
（

３
）

完
了

予
定

期
日

及
び

事
業

実
施

計
画

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

箇
所

名
 
着

工
予

定
年

月
日

 

完
了
予

定
年

月
日

 

四
半

期
ご

と
の

進
捗

予
定

率
 

摘
要

 
第

1
/4

半
期

 
第

2
/4

半
期

 
第

3
/4

半
期
 
第

4
/4

半
期

 

 
 

 

％
 

 

％
 

 

％
 

 

％
 

 

 
４

 
そ

の
他

知
事

が
必

要
と

認
め

る
事

項
 

別
 

記
 

第
一

号
様

式
（

第
三

条
）

 
千

葉
県
災

害
関

連
地
域
防

災
が
け

崩
れ
対

策
事
業

変
更
（

中
止
・

廃
止
）

承
認
申

請
書
 

年
 
 
月

 
 
日

 
 

 
 
千
葉

県
知
事

 
 
 

 
 
 

 
 
様
 

市
町
村
長

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
印
 
 
 

 
 
 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

付
け
千

葉
県
 

 
 
指

令
第
 

 
 
号

で
補
助

金
の
交

付
の
決

定
の
あ

っ
た

千
葉
県
災

害
関
連

地
域
防

災
が
け

崩
れ
対

策
事
業

を
次
の

と
お
り

変
更
（

中
止
・

廃
止
）
し
た
い

の
で
、
千

葉
県

災
害

関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
第

４
条

第
 

 
 

号
の

規
定

に
よ

り
承

認
を
申
請

し
ま
す

。
 

第
二

号
様

式
（

第
五

条
）
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第
三

号
様

式
（

第
六

条
）

 

千
葉

県
災

害
関
連

地
域

防
災

が
け

崩
れ

対
策

事
業

遂
行

状
況
報

告
書

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

千
葉

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 
 

様
 

市
町

村
長

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付
け

千
葉

県
 

 
 

指
令

第
 

 
 

号
で

補
助

金
の

交
付

の
決

定
の

あ
っ

た

千
葉

県
災

害
関

連
地

域
防

災
が

け
崩

れ
対

策
事

業
の

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日

現
在

の
遂

行
の

状
況
を

千

葉
県

補
助

金
等

交
付

規
則

第
１

０
条

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す
。

 

千
葉

県
災

害
関

連
地

域
防

災
が

け
崩

れ
対

策
事

業
実
績

報
告

書
 年

 
 

月
 

 
日

 
 

 

 
 

千
葉

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

 
様
 

市
町

村
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
千

葉
県

 
 

 
指

令
第

 
 

 
号

で
補

助
金

の
交

付
の

決
定

の
あ

っ
た

千
葉

県
災

害
関

連
地

域
防

災
が
け

崩
れ

対
策

事
業

に
つ

い
て

、
千

葉
県

補
助

金
等

交
付

規
則

第
１

２
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

そ
の
実

績
を

報
告

し
ま

す
。

 

  
１

 
完

了
し

た
工

事
の

実
績

 

箇
所

名
 

契
約

年
月

日
 

着
工

年
月

日
 

工
事

完
了

年
月

日
 

摘
 
要

 

 
 

 
 

 

  
２

 
精

算
事

業
費

の
内

訳
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
：

円
）

 

箇
所

名
 

精
算

事
業

費
 

財
 

源
 

内
 

訳
 

摘
 

要
 

県
補

助
金

 
市

町
村

費
 

そ
の

他
特

定
財

源
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
経

費
の

配
分

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
：

円
）

 

本
工

事
費

 
測

量
及

び
試

験
費

 
そ

の
他

 
計
 

 
 

 
 

  
３

 
そ

の
他

知
事

が
必

要
と

認
め

る
事

項
 

第
四

号
様

式
（

第
七

条
）
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第
五

号
様

式
（

第
八

条
）

 

千
葉

県
災

害
関

連
地

域
防

災
が

け
崩

れ
対

策
事

業
補

助
金

交
付

請
求

書
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 
千

葉
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

市
町

村
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

千
葉

県
 

 
 

達
第

 
 

 
号

で
額

の
確

定
の
あ

っ
た

千
葉

県
災

害
関

連
地

域
防

災
が

け
崩

れ
対

策
事

業
補

助
金

を
千

葉
県

補
助

金
等

交
付

規
則

第
１

５
条

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
請

求
し

ま
す

。
 

  
１
 

請
求

金
額

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

  
２
 

内
訳

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
：

千
円

）
 

箇
所

名
 

補
助

金
交

付
確

定
額

 
既

受
領

額
 

今
回

請
求

額
 

備
考

 

 
 

 
 

 

  
３
 

振
込

先
 

金
融

機
関

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
店

舗
名

 

 
 
 

預
金

種
別

（
 

普
通

 
・

 
当

座
 

）
 

 
口

座
番

号
 

 
 
 

口
座

名
義

人
フ

リ
ガ

ナ

 

第
六

号
様

式
（

第
九

条
）

 

千
葉

県
災

害
関

連
地

域
防

災
が

け
崩

れ
対

策
事

業
補

助
金

概
算

払
請

求
書

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 
千

葉
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

市
町

村
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

千
葉

県
 

 
 

指
令

第
 

 
 

号
で

補
助

金
の
交

付
の

決
定

の
あ

っ
た

千
葉

県
災

害
関

連
地

域
防

災
が

け
崩

れ
対

策
事

業
補

助
金

を
千

葉
県

補
助

金
等

交
付

規
則

第
１

６
条

第
２

項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
概

算
払

さ
れ

る
よ

う
請

求
し

ま
す

。
 

  
１
 

請
求

金
額

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

  
２
 

内
訳

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

箇
所

名
 
補

助
金

交
付

決
定

額
 

出
来

高
 

既
受

領
額

 
今

回
請

求
額

 
備

考
 

 
 

千
円

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
現
在
 

％
 

 

千
円

 

 

千
円

 

 

  
３
 

振
込

先
 

金
融

機
関

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
店

舗
名

 

 
 
 

預
金

種
別

（
 

普
通

 
・

 
当

座
 

）
 

 
口

座
番

号
 

 
 
 

口
座

名
義

人
フ

リ
ガ

ナ
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千
葉
県
告
示
第
八
十
六
号 

 
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
河
川
区
域
の

指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

水
系
名 

二
級
河
川
養
老
川 

二 

河
川
名 

養
老
川 

三 

変
更
後
の
指
定
区
域 

 
 

次
の
図
面
に
茶
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
号
の
区
域
以
外
の
区
域 

 

（
「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
市
原
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

公

告 

 
 

 

軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し 

 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

名 
 

 
 

 
 

称 

所 
 

 

在 
 

 

地 

取 
消 

年 

月 

日 

平
山
砿
油
有
限
会
社 

代
表
取
締
役 

平
山
徳
七 

山
武
郡
横
芝
光
町
宮
川
五
、

六
五
〇
番
地
の
一 

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日 

   
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係
る
認
証
の
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係
る
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

１ 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ラ
ハ
ド
カ
ラ
ン
ナ
ト
ウ
バ
ト
ウ
キ
ョ
ウ 

 

２ 

代
表
者
の
氏
名 

Ｇ
ａ
ｙ
ｅ 

Ｆ
ａ
ｌ
ｉ
ｌ
ｏ
ｕ 

 

３ 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

船
橋
市
飯
山
満
町
二
丁
目
三
六
三
番
地
二 

 

三 
 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
日
本
と
の
文
化
交
流
及
び
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
の
困
窮
者

支
援
を
目
的
と
す
る
。 

 

イ
、
セ
ネ
ガ
ル
で
の
教
育
支
援 

 
 

 

こ
の
教
育
支
援
計
画
は
セ
ネ
ガ
ル
の
中
の
い
く
つ
か
の
村
の
学
校
に
不
足
設
備
を
供
給
し
、
セ
ネ

ガ
ル
に
お
い
て
教
育
の
向
上
を
支
援
す
る
。 

 

ロ
、
社
会
貢
献
活
動 

 
 

 

こ
の
活
動
は
我
々
セ
ネ
ガ
ル
人
、
他
国
の
人
員
、
及
び
日
本
人
と
の
間
で
協
力
し
、
我
が
セ
ネ
ガ

ル
に
お
い
て
困
窮
し
て
い
る
友
人
達
を
助
成
す
る
。 

 

ハ
、
フ
ェ
ス
テ
イ
バ
ル
の
開
催
を
通
じ
た
文
化
活
動
交
流 

 
 

 

こ
れ
は
我
々
セ
ネ
ガ
ル
と
日
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
お
互
い
共
有
し
、
か
つ
日
本
と
の
友
情
を

確
立
す
る
た
め
の
文
化
活
動
交
流
を
行
う
。 

  
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係
る
認
証
の
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係
る
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

１ 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
吉
鴨
会 

 

２ 

代
表
者
の
氏
名 

佐
藤
多
惠
子 

 

３ 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

鴨
川
市
上
二
五
一
番
地 

三 
 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
人
口
減
少
対
策
と
子
育
て
支
援
を
主
と
し
て
、
観
光
や

農
山
漁
村
又
は
各
地
域
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係
る
認
証
の
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係
る
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 
一 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
九
日 

二 
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

１ 
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
浦
安
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
協
会 

 

２ 

代
表
者
の
氏
名 

戸
倉
治
郎 

 

３ 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

浦
安
市
北
栄
三
丁
目
六
番
一
七
号 

三 
 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
誰
も
が
互
い
の
持
つ
様
々
な
個
性
や
能
力
を
尊
重
し
合

い
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
感
動
、
生
き
が
い
を
共
有
し
、
互
い
に
支
え
合
う
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会

の
実
現
を
め
ざ
し
、
浦
安
市
及
び
近
郊
の
市
町
村
に
住
む
若
者
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
地
域
住
民
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に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
、
安
全
教
育
、
啓
発
活
動
を
行
い
、
も
っ
て
広
く
公
益
の
増
進
に
貢
献
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
 

 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
に
係
る
認
証
の
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
に
係
る
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 
平
成
二
十
七
年
二
月
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

１ 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
し
ゃ
く
や
く
会 

 

２ 

代
表
者
の
氏
名 

石
井
達
哉 

 

３ 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

館
山
市
北
条
一
、
七
二
二
番
地 

三 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
等
に
対
す
る
地
域
生
活
及
び
就
労
を
支
援

す
る
た
め
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
作
業
所
の
運
営
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
社
会
へ
の
参
加
と
自
立
を

促
し
、
障
害
者
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
に
係
る
認
証
の
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
に
係
る
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
鈴 
木 

 

栄 

治 
 

 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

１ 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
高
根 

 

２ 

代
表
者
の
氏
名 

窪
谷
誠
四
郎 

 

３ 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

市
原
市
中
高
根
一
、
四
二
六
番
地
六
七 

三 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
に
対
し
て
、
自
立
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行 

い
、
社
会
復
帰
の
為
に
地
域
で
生
活
で
き
る
よ
う
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県

借
当
川
沿
岸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

匝
瑳
市
飯
高
一
〇
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

布 

施 
 

 
 

保 

 
 

〃 
 

〃 

五
一
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山 

﨑 
 

 
 

猛 

 
 

〃 
 

入
山
崎
五
三
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

依
知
川 

 

敏 

男 

 
 

〃 
 

大
浦
一
、
一
一
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

江
波
戸 

 

利 

次 

 
 

〃 
 

片
子
八
四
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

那 

須 
 

正 

実 

 
 

〃 
 

南
山
崎
五
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

内 
 

秀 
 

 
 

〃 
 

長
岡
三
九
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伊 

藤 
 

清 

治 

 
 

〃 
 

八
辺
六
三
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

依
知
川 

 

長 

男 

 
 

〃 
 

大
浦
一
、
二
四
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

勝 

股 
 

明 

信 

 
 

〃 
 

大
堀
四
〇
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

並 

木 
 

雅 

弘 

 
 

香
取
郡
多
古
町
南
中
九
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

内 
 

 
 

武 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

三
三
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

柴 

田 
 

 

樹 

二 

退
任
監
事 

 
 

匝
瑳
市
入
山
崎
五
三
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

依
知
川 

 

孝 

樹 

 
 

〃 
 

長
岡
一
一
八
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

勝 

股 
 

正 

義 

 
 

〃 
 

飯
高
五
〇
七
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

司 

関 
 

政 

男 

 
 

香
取
郡
多
古
町
南
和
田
一
一
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内 

藤 
 

敏 

明 

三 

就
任
理
事 

 
 

匝
瑳
市
入
山
崎
五
三
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

依
知
川 

 

敏 

男 

 
 

香
取
郡
多
古
町
南
中
三
三
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

柴 

田 
 

 

樹 

 
 

匝
瑳
市
大
堀
六
五
七
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

並 

木 
 

昭 

男 

 
 

〃 
 

大
浦
一
、
一
九
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

勝 

股 
 

 

地 

 
 

〃 
 

南
山
崎
五
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

 
 

茂 

 
 

〃 
 

八
辺
二
二
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

依
知
川 

 

一 

成 

 
 

〃 
 

大
浦
一
、
一
九
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

勝 

股 
 

一 

登 

 
 

〃 
 

長
岡
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

勝 

股 
 

正 

行 

 
 

〃 
 

飯
高
八
三
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

林 
 

 
 

 
 

明 

 
 

〃 
 

〃 

五
一
六
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平 

山 
 

幸 

男 

 
 

〃 
 

内
山
八
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

越 

川 
 

 
 

隆 

 
 

香
取
郡
多
古
町
南
中
一
三
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

須 
 

博 

明 

四 

就
任
監
事 

 
 

匝
瑳
市
片
子
八
四
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

那 

須 
 

正 

実 

 
 

〃 
 

入
山
崎
四
六
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

玉 

井 
 

康 

造 

 
 

〃 
 

大
浦
二
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

田 
 

利 

之 

 
 

香
取
郡
多
古
町
南
和
田
一
三
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内 

藤 
 

陸
奥
治 
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土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
松
潟
土

地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

退
任
理
事 

 
 

長
生
郡
白
子
町
中
里
二
、
〇
七
九
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

河 

野 
 

正 

義 

 
 

〃 
 

〃 
 

八
斗
一
、
九
〇
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御 

園 
 

佳 

雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

五
井
七
〇
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

田 
 

 

貞 

二 

 
 

〃 
 

〃 
 

幸
治
三
、
〇
三
〇
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宗 

島 
 

秀 

行 

 
 

〃 
 

長
生
村
一
松
丙
三
、
七
三
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

片 

岡 
 

啓 

治 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

三
、
九
二
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

橋 
 

正 

男 

 
 

〃 
 

〃 
 

入
山
津
四
一
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木 

島 
 

勇 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
松
丁
二
、
一
四
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鵜 

沢 
 

順
一
郎 

 
 

〃 
 

〃 
 

本
郷
一
、
五
六
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

古 

山 
 

登
美
夫 

 
 

〃 
 

一
宮
町
新
地
甲
一
、
五
九
七
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

木 

島 
 

照 

喜 

二 

退
任
監
事 

 
 

長
生
郡
白
子
町
中
里
五
八
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野 

口 
 

忠 

男 

 
 

〃 
 

長
生
村
一
松
戊
三
、
三
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松 

本 
 

勝 

義 

 
 

〃 
 

一
宮
町
船
頭
給
四
二
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

中 
 

恒 

雄 

三 

就
任
理
事 

 
 

長
生
郡
白
子
町
八
斗
一
、
七
六
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大 
矢 

 

忠 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

幸
治
二
、
三
八
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代 

市 
 

勝 

信 

 
 

〃 
 

〃 
 

古
所
三
、
二
八
五
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

緑 

川 
 

布 

照 

 
 

〃 
 

〃 
 

中
里
三
、
一
五
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御 

園 
 

正 
孝 

 
 

〃 
 

長
生
村
一
松
丙
三
、
九
二
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

橋 
 

正 
男 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

三
、
五
三
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

辺 
 

善 

治 

 
 

〃 
 

〃 
 

小
泉
一
、
二
〇
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野 

口 
 

和 

男 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
松
丁
五
九
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

森 
 

 
 

近 

夫 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
松
戊
三
、
三
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松 

本 
 

勝 

義 

 
 

〃 
 

一
宮
町
船
頭
給
四
〇
七
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中 

村 
 

新
一
郎 

四 

就
任
監
事 

 
 

長
生
郡
白
子
町
中
里
九
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

片 

岡 
 

 
 

浩 

 
 

〃 
 

長
生
村
入
山
津
四
一
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木 

島 
 

勇 

一 

 
 

〃 
 

一
宮
町
宮
原
一
、
一
三
三
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

野 
 

定 

雄 

 

 
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
内
谷
川

沿
岸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

退
任
理
事 

 
 

長
生
郡
白
子
町
中
里
四
、
四
四
二
番
地
一
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

片 

岡 
 

利 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

北
高
根
三
、
六
六
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

河 

野 
 

忠 

夫 

 
 

〃 
 

長
生
村
本
郷
九
一
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東 

條 
 

藤 

夫 

 
 

〃 
 

〃 
 

水
口
二
八
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市 

東 
 

勝 

男 

 
 

〃 
 

〃 
 

本
郷
三
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鵜 

澤 
 

 
 

優 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

三
、
六
六
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

酒 

井 
 

 
 

武 

 
 

〃 
 

〃 
 

岩
沼
飛
地
一
、
九
九
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

沖 

野 
 

 
 

浩 

 
 

茂
原
市
谷
本
九
五
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市 

原 
 

暉 
 

 
 

〃 
 

六
ツ
野
二
、
八
三
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中 

山 
 

文 

明 

 
 

長
生
郡
長
生
村
岩
沼
八
二
四
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐 

瀬 
 

ヒ 

サ 

二 

退
任
監
事 

 
 

長
生
郡
白
子
町
関
三
、
七
〇
〇
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大 
 

 
 

 

守 

 
 

〃 
 

長
生
村
中
之
郷
一
、
三
九
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

麻 

生 
 

丈 

夫 

 
 

茂
原
市
茂
原
一
、
五
二
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

麻 

生 
 

畯 

一 

三 

就
任
理
事 

 
 

長
生
郡
長
生
村
本
郷
九
一
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東 

條 
 

藤 

夫 

 
 

〃 
 

〃 
 

中
之
郷
一
、
三
九
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

麻 

生 
 

丈 

夫 

 
 

茂
原
市
六
ツ
野
二
、
八
三
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中 

山 
 

文 

明 

 
 

長
生
郡
長
生
村
宮
成
五
二
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

神 

谷 
 

 
 

務 

 
 

〃 
 

白
子
町
中
里
四
、
四
四
二
番
地
一
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

片 

岡 
 

利 

一 

 
 

茂
原
市
谷
本
九
五
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市 

原 
 

暉 
 

 
 

長
生
郡
長
生
村
岩
沼
一
、
一
九
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小 

髙 
 

隆
三
郎 

 
 

〃 
 

〃 
 

岩
沼
飛
地
一
、
九
九
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

沖 

野 
 

 
 

浩 

 
 

〃 
 

〃 
 

水
口
二
八
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市 

東 
 

勝 

男 

 
 

〃 
 

白
子
町
北
高
根
三
、
六
六
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

河 

野 
 

忠 

夫 

四 

就
任
監
事 

 
 

長
生
郡
長
生
村
本
郷
三
、
六
六
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

酒 

井 
 

 
 

武 

 
 

〃 
 

白
子
町
関
三
、
七
〇
〇
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大 
 

 
 

 

守 

 
 

茂
原
市
木
崎
四
〇
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

麻 

生 
 

憲 

治 

 



 
 

 

一
〇 
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土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鴨
川
市

加
茂
川
沿
岸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

鴨
川
市
貝
渚
七
五
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

田 
 

 
 

豊 

 
 

〃 
 

〃 

八
八
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

井 
 

幹 

夫 

 
 

〃 
 

横
渚
一
、
一
六
〇
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

須 

田 
 

 
 

登 

 
 

〃 
 

押
切
一
七
一
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

啓 

治 

 
 

〃 
 

池
田
九
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

田 

代 
 

 
 

朗 

 
 

〃 
 

太
田
学
八
五
四
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

栗 

原 
 

勝 

利 

 
 

〃 
 

竹
平
一
六
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鎌 

田 
 

勝 

已 

 
 

〃 
 

川
代
二
九
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

場 
 

 
 

鈞 

 
 

〃 
 

太
尾
二
九
五
番
地
の
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

信 

行 

 
 

〃 
 

大
里
二
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

増 

彌 

 
 

〃 
 

打
墨
二
九
六
番
地
の
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

苅 

込 
 

浩 

吉 

 
 

〃 
 

〃 

一
、
三
五
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

井 
 

喜
美
男 

 
 

〃 
 

滑
谷
六
九
八
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

安 

田 
 

耕 

太 

 
 

〃 
 

八
色
四
一
八
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

込 
 

謙 

治 

 
 

〃 
 

花
房
五
三
八
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

刈 

込 
 

勝 

利 

二 

退
任
監
事 

 
 

鴨
川
市
横
渚
一
、
一
四
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

髙 

梨 
 

 
 

純 

 
 

〃 
 

竹
平
四
六
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

粕 

谷 
 

輝 

夫 

 
 

〃 
 

滑
谷
六
一
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 

橋 
 

保 
夫 

三 

就
任
理
事 

 
 

鴨
川
市
貝
渚
八
八
〇
番
地 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

石 

井 
 

幹 

夫 

 
 

〃 
 

〃 

一
、
二
二
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鎌 

田 
 

好 

男 

 
 

〃 
 

横
渚
一
、
一
六
〇
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

須 

田 
 

 
 

登 

 
 

〃 
 

坂
東
三
〇
一
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

豊 

島 
 

 
 

正 

 
 

〃 
 

池
田
九
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

田 

代 
 

 
 

朗 

 
 

〃 
 

京
田
二
二
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐 

藤 
 

光 

一 

 
 

〃 
 

竹
平
一
六
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鎌 

田 
 

勝 

已 

 
 

〃 
 

川
代
二
九
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

場 
 

 
 

鈞 

 
 

〃 
 

太
尾
七
六
二
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

勝 

博 

 
 

〃 
 

大
里
五
〇
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

俊 

郎 

 
 

〃 
 

打
墨
五
六
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
比
羅 

 

嘉 

一 

 
 

〃 
 

〃 

一
、
三
五
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

井 
 

喜
美
男 

 
 

〃 
 

滑
谷
六
二
二
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

安 

田 
 

勝 

重 

 
 

〃 
 

八
色
三
三
二
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

込 
 

公 

夫 

 
 

〃 
 

花
房
五
三
八
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

刈 

込 
 

勝 

利 

四 

就
任
監
事 

 
 

鴨
川
市
横
渚
一
、
一
四
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

髙 

梨 
 

 
 

純 

 
 

〃 
 

押
切
一
七
一
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

啓 

治 

 
 

〃 
 

打
墨
一
、
〇
九
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

亀 
 

勝 

弘 

  
 

 

土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
清
算
法
人
安
房
郡
和
田
町
花
園
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
清

算
人
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

退
任
清
算
人 

 

南
房
総
市
和
田
町
花
園
九
七
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

隆
一
郎 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
君
津
市

向
郷
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

君
津
市
久
留
里
大
和
田
七
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤 
 

芳 

和 
 

 
 

 
 

〃 
 

向
郷
六
九
八
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
簾
納 

 

一 

浩 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

九
四
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
簾
納 

 

静 

雄 
 

 
 

 
 

〃 
 

富
田
三
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鎌 
 

恒 

治 
 

 
 

 
 

〃 
 

向
郷
一
、
二
九
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

髙 

野 
 

久 

芳 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

一
、
〇
〇
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

緒 

形 
 

 
 

薫 
 

 
 

 
 

〃 
 

芋
窪
一
四
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土 
 

 

孝 

二 
 

 
 

 
 

〃 
 

向
郷
二
六
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

室 
 

 
 

清 

三 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

髙 

井 
 

和 

夫 
 

 
 

 
 

〃 
 

栗
坪
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

昭 

男 
 

 
 

 
 

〃 
 

富
田
一
五
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

永 

島 
 

宏 

一 
 

 
 



  

一
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二 

退
任
監
事 

 
 

君
津
市
向
郷
六
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

苅 

込 
 

正 

則 
 

 
 

 
 

〃 
 

芋
窪
一
二
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土 
 

 

重 

雄 
 

 
 

 
 

〃 
 

栗
坪
四
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

浦 
 

 
 

章 
 

 
 

三 

就
任
理
事 

 
 

君
津
市
向
郷
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鳥 

井 
 

元 

行 
 

 
 

 
 

〃 
 

久
留
里
大
和
田
五
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

青 

山 
 

芳 

久 
 

 
 

 
 

〃 
 

向
郷
一
、
二
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浅 

井 
 

福 

三 
 

 
 

 
 

木
更
津
市
長
須
賀
三
一
九
番
地
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千 

葉 
 

和 

義 
 

 
 

 
 

君
津
市
向
郷
一
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

橋 
 

勇 

治 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

一
、
〇
〇
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

緒 

形 
 

 
 

薫 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

六
八
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

髙 

野 
 

康 

行 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

二
六
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

室 
 

 
 

清 

三 
 

 
 

 
 

〃 
 

富
田
一
四
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

永 

嶌 
 

達 

也 
 

 
 

 
 

〃 
 

向
郷
九
四
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

唐 

木 
 

孝 

則 
 

 
 

 
 

〃 
 

芋
窪
一
四
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土 
 

 

孝 

二 
 

 
 

四 

就
任
監
事 

 
 

君
津
市
久
留
里
大
和
田
七
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

青 

山 
 

修 

三 
 

 
 

 
 

〃 
 

向
郷
五
番
地 
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